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総合調査「少子化・高齢化とその対策」

目　次

はじめに

Ⅰ　就学前児童の保育の現状

Ⅱ　幼稚園と保育所の変化

　1　変化の背景

　2　幼稚園の変化

　3　保育所の変化

　4　幼稚園と保育所の費用負担

　5　保育所運営費の一般財源化

Ⅲ　新たな子育て支援サービス

　1　母親の育児不安と負担感

　2　国の子育て支援策

　3　幼稚園における子育て支援

　4　保育所における子育て支援

Ⅳ　進む幼保一元化

　1　自治体の一元化要求

　2　地方分権推進委員会の連携強化要求

　3　総合規制改革会議の一元化要求

　4　幼保一体化施設の現状と問題

Ⅴ　総合施設

　1　総合施設の提案

　2　中間まとめのポイント

　3　総合施設構想の評価

   4　審議のまとめ

おわりに

はじめに

　少子化により就学前教育・保育施設が大きく

変わろうとしている。少子化で幼稚園について

は園児が減る一方、働く母親の増加で保育所に

ついては入所待機児童が増えている。このため、

地域によっては、早くから幼稚園と保育所を一

体化して運営する取組も行われていたが、その

際に、幼稚園と保育所の所管、申請、保育料、

補助の仕組み等の制度上の違いが大きな障害と

なっており、自治体等から一元化の要求が出さ

れていた。また、少子化のみならず、核家族化、

都市化による家庭における教育力の低下、子育

ての孤立化、子どもの社会性の欠如傾向も問題

となり、幼稚園、保育所に、従来の役割に加え

て、新たに地域の在宅児も含めた子どもやその

保護者に対する子育て支援機能も期待されるよ

うになった。

　この間、一方では「エンゼルプラン」以来の

少子化対策、他方では地方分権、規制緩和の流

れの中で、幼稚園と保育所の機能はかなり接近

してきている。にもかかわらず、当初の設置目

的の違いから派生する諸問題が、関係団体の利

害や省益もからんで、一元化の進展を阻んでい

る。そのような中で、平成15年6月、閣議決定

された「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針2003（骨太方針2003）」で、幼稚園・保育所

を一元化するのではなく、新たに就学前児童の

「総合施設」を設ける構想が出された。当初、

平成18年度を目途としたこの構想は1年前倒し

され、文部科学省と厚生労働省の審議会が合同

で総合施設について検討を行い、平成16年末に

最終案がまとめられ、17年度から「総合施設」

モデル事業が開始予定である。

　本稿では、就学前児童の保育の現状を概観し

た上で、少子化による幼稚園と保育所の変化と

新たな課題、幼保一元化の動きを紹介し、少子

化時代の就学前保育施設のあり方を考える一助

としたい。

Ⅰ　就学前児童の保育の現状

　就学前児童の教育・保育施設としては幼稚園

と保育所がある。幼稚園は、就園率の上昇（1）も

あり昭和54年に園児数がピーク（約250万）に達

したが、平成16年には175万人（国公立20.7％、

私立79.3％）まで減少、このため閉園が相継ぎ、

少子化時代の就学前保育施設のあり方
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平成16年にはピーク時（昭和60年）より1159園

減少し14,061園（国公立40.5％、私立59.5％）となっ

た。

　一方、保育所（認可保育所）も、昭和55年以降、

利用児童数は減っていたが、平成6年を底に増

え始め、特に平成14年より開始された「待機児

童ゼロ作戦」の成果もあり、毎年3～4万人増え、

平成16年には197万人（公立51％、私立49％）に

達した。施設数も最低の平成12年より295か所

増え、22,490か所（公立55％、私立45％）となった。

にもかかわらず、平成16年4月1日現在の保育所

待機児童数は24,245人で、その内訳は0歳児が

10.0％、1～2歳児が57.9％、3歳以上が32.2％と

なっており、1～2歳児の待機児童が多い。待機

児童が減らない理由としては、就労する母親の

増加（2）、低年齢児保育施設の不足、首都圏、近

畿圏等大都市での保育所不足があげられてい

る（3）。なお、この待機児童数も、平成13年より

採用された新定義によるもので、旧定義によれ

ば待機児童数は大幅に増える。それは、新定義

では、①他の入所可能な保育所があるにもかか

わらず、特定の保育所を希望している場合、②

認可保育所への入所を希望していても、自治体

の単独政策（いわゆる保育室等の認可外施設や保

育ママ等）によって対応している場合が、除か

れているためである（4）。

　平成13年現在、0歳から5歳までの児童の就学

前教育・保育施設の年齢区分別入所状況は表1

のとおりである。就学前児童全体では、その半

数の児童が家庭で保育され、4分の1の児童が幼

稚園、4分の1の児童が保育所で保育されている。

0～2歳児では84％と圧倒的に多くの乳幼児が家

庭等で保育されている一方、5歳児については、

100％近くが幼稚園あるいは保育所に入所して

いることがわかる。なお、この表で見る保育所

は認可保育所を指すが、これ以外に約18万5千

人の児童が全国約7千の無認可保育施設に入所

しており（5）、また、約9千人が幼稚園の預かり

保育を受けている。

（1）5歳児についてみると、昭和30年に30％台であった就園率が55年には65％に達した。なお、3歳児については緩やかに増
え続けている。（文部科学省『学校基本調査報告書』）

（2）6歳未満児のいる世帯の母の就業率は、平成11年の32.6％が14年には35.5％に上昇、同時期3歳未満児のいる世帯の母の
就業率は25.9％から28.6％に上昇した。（総務省ホームページ「少子化対策に関する政策評価―新エンゼルプランを対象と
して―」p.11．＜ http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040720_3_h_05.pdf＞）

（3）厚生労働省ホームページ「保育所の状況（平成16年4月1日）等について」＜ http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/
tp0903-2.html＞

（4）平成16年の待機児童数は24,245人であったが、①②を含めると、41,800人となる（「2004年度保育所入所待機児童の状況」
『保育情報』336号，2004.11，p.27．）
（5）平成15年10月1日現在、全国に6,856か所（事業所内保育施設：979、ベビーホテル：1,438、東京都の認証保育所等を含
むその他認可外保育施設：4,439）の認可外保育施設がある（厚生労働省ホームページ「平成15年地域児童福祉事業等調
査結果の概況」＜ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jidou/03/＞）。

表1　就学前教育・保育の実施状況（平成13年度）

区分 幼稚園 保育所 その他家庭等 該当年齢人口

0歳児 7万人（6％） 110万人（94％） 117万人

1歳児 20万人（17％） 97万人（83％） 117万人

2歳児 29万人（24％） 91万人（76％） 120万人

0～2歳児計 56万人（16％） 298万人（84％） 354万人

3歳児 38万人（32％） 41万人（34％） 40万人（34％） 119万人

4歳児 66万人（55％） 44万人（37％） 10万人（8％） 120万人

5歳児 71万人（60％） 43万人（37％） 4万人（3％） 118万人

3～5歳児計 175万人（49％） 128万人（36％） 54万人（15％） 357万人

合計 175万人（25％） 184万人（26％） 352万人（49％） 711万人

・ 幼稚園については「学校基本調査報告書」より、保育所（3～5歳児）については厚生労働省「社会福祉施設

等調査報告」、（0～2歳児）については「保育所の状況」より、該当年齢人口については厚生労働省「年次別

出生数」より推計

（ 出典）文部科学省「幼児教育の現状に関する説明資料　平成15年10月28日」及び厚生労働省「保育所の状況

　平成13年度」より作成
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Ⅱ　幼稚園と保育所の変化

1　変化の背景

　幼稚園と保育所とは、ともに就学前児童を対

象とする施設であるが、表2に見るように、幼

稚園は学校教育法第77条に定める「幼児を保育

し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長

する」文部科学省所管の学校教育施設であるの

に対し、保育所は児童福祉法第39条に定める「日

日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳

児又は幼児を保育する」厚生労働省所管の児童

福祉施設と、その設置目的から施設基準に至る

まで異なっている。しかし、1990年代から顕著

になる幼稚園、保育所をとりまく次のような社

会変化により、対応を余儀なくされ、結果的に

両者の機能が接近してきている。

①少子化によりトータルの児童数が減った（6）。

②女性の就労率が高まった（7）だけでなく、出産

後も就労の継続を望む女性が増えた（8）。

③働く母親が増えただけでなく、産業構造や就

業構造の変化により、パートタイム（9）や深夜勤

（6）年間出生数は昭和48年の209万をピークに減少し、平成15年には112万に減少（厚生労働省ホームページ「平成15年　人
口動態統計の年間推計」＜ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei03//＞）。

（7）女性の労働力率は20歳台と40歳台で70％を超え、30歳台で60％を割るM字型となっているが、年々Mの谷が浅くなっ
ている（総務庁統計局『平成8年国勢調査報告』）。

（8）平成14年には、女性の88％が「職業を持つ方がよい」と答え、37.2％が「子どもができても職業を継続した方がよい」
と答えた（内閣府『男女共同参加に関する世論調査』平成14年）。

（9）近年、短時間雇用者（週35時間未満）が増え、女性雇用者中の短時間雇用者の割合は、平成2年27.9％から平成15年
40.7％に増加（総務省統計局『労働力調査』＜ http://www.stat.go.jp/data/roudou/＞）。

表2　保育所と幼稚園の比較

区分 保育所 幼稚園

【内容】 対象児 0歳～就学前の保育に欠ける乳幼児 満3歳～就学前の幼児

入所 市町村と保護者の契約（入所希望を

配慮）

保護者と幼稚園との契約

開園日数 約300日 39週以上（春夏冬休みあり）

保育時間 11時間以上の開所　

※延長、一時保育を実施

4時間を標準　

※預かり保育を実施

保育・教育内容 保育所保育指針 幼稚園教育要領

【人員】 保育士・教諭の

配置基準

0歳 3：1　1・2歳 6：1

3歳 20：1　4・5歳 30：1

1学級35人以下

資格 保育士（国家資格） 幼稚園教諭1種・2種

【財源と保育料】 運営費補助 国庫負担金（民間分） 私立（私学助成）

公立（交付税措置）

保育料 市町村毎に保育料設定。所得に応じ

た負担。

私立（各幼稚園ごとに設定）

公立（市町村ごとに設定）（低所

得者には就園奨励費を助成）

【施設】 施設基準 児童福祉施設最低基準による

保育室、遊戯室、屋外遊戯場、調理

室、便所

※屋外遊戯場は付近でも可

幼稚園設置基準による

運動場、職員室、保育室、遊戯室、

保健室、便所、飲料水用設備等

※ 運動場は幼稚園と同一敷地内・

隣接

【その他】 根拠法 児童福祉法第7条 学校教育法第1条

所管 厚生労働省、民生局、市町村主管課

及び福祉事務所

文部科学省　公立＝教育委員会　

私立＝市長部局

設置者 制限なし 企業・NPO法人は特区のみ

（ 出典）中教審初等中等教育分科会と社保審児童部会の合同検討会議（第1回平成16年5月21日）配布資料6をもと

に作成
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務等母親の働き方が多様化し、多様な保育サー

ビスが望まれるようになった。

④少子化、都市化、核家族化により子育てが孤

立化しやすくなり、育児不安や負担を感じる母

親が増えた。（Ⅲ章）

⑤同様に家庭や地域の教育力が低下した（10）。

⑥子どもの問題として、少子化によりきょうだ

いが減り（11）家庭で社会性を身につけることが

難かしくなっている（12）。

2　幼稚園の変化

　少子化で園児が減っただけでなく、働く母親

の増加で、幼稚園入園希望者がさらに減ったた

め、幼稚園が「預かり保育」を行うようになっ

た。「預かり保育」とは、元々、通える範囲に

幼稚園しかないような地域で、通常の教育課程

に係る教育時間（4時間）の前後や長期休業期

間中などに、地域の実態や保護者の要請に応じ

て、幼稚園が行ってきたものである。それを、

職業等はもっているが子どもは幼稚園に通わせ

たいという保護者の要望に応えて行うように

なった。

　平成9年、文部省は、「預かり保育推進事業実

施要項」を策定して、幼稚園の在園児に対する

「預かり保育」を本格的に開始した。これは、

少子化で園児が減った私立幼稚園の生き残り

策、保育所待機児解消策としても機能している。

「預かり保育」は、平成10年改訂の「幼稚園教

育要領」に明記（13）され、保護者の就労等に関

係なく「子育て支援事業」の一環として実施さ

れている。平成14年から公立、平成16年には私

立の幼稚園に「預かり保育」の地方交付税措置

もとられている。

　平成16年6月1日現在、幼稚園の67.9％（公立

41.9％、私立85.3％）が「預かり保育」を実施、

その数は10年前の約3倍、6年前の約2倍に増

え（14）、約9万人の園児が利用（15）している。実施

状況も週5日実施がもっとも多く、週末も実施

している園もある。時間も午後6時までが最も

多く、7時すぎまでという園もあり、幼稚園の

保育所化が進行している。

　また、当初から幼稚園の入園可能年齢は3歳

児からであったが、実体として3歳児を受け入

れる幼稚園は少なく、昭和35年の就園率はわず

か1.8％であった。その後、少子化や保護者の

ニーズによって条件整備が行われ、満3歳になっ

た時点での入園も認められるようになった。構

造改革特区では満3歳になる年度の初めからの

入園も認められている。こういった措置により、

3歳児については就園者は順調に増え、現在で

は30％を超えている。

　文部科学省は、平成12年4月の中教審の報告

「少子化と教育について」を受けて、平成13年

度から17年度にかけての幼稚園教育の条件整備

に関する実施計画「幼児教育振興プログラム」

を策定した。このプログラムの柱は、①入園を

希望するすべての満3歳児～5歳児の就園②幼稚

園における子育て支援の充実③幼稚園と小学校

の連携の推進④幼稚園と保育所の連携の推進

で、現在、これに沿った施策が展開されている。

（10）1960年代から家庭内におけるしつけが行われず、家庭の教育力が低下していると言われている（有地亨『日本人のし
つけ』法律分化社、2000）。東京都が行った調査でも、「家庭の教育力の低下」を肯定する意見が保護者、一般都民、企業
とも否定する意見を大きく上回り、特に企業では8割以上が肯定している（東京都教育庁『東京の教育に関する都民意識
調査』平成15年＜ http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/soumu/ishiki/ishiki.htm＜）。

（11）6歳未満の最年長児がいる世帯を見ると、子ども1人が61.7％、2人が34.9％、3人が3.3％となっており、少子化によって、
きょうだいが減っていることがわかる（厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年国民生活基礎調査」＜ http://
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa01/＞）。

（12） 少子化時代の子どもの特性として、①集団生活に適応できない。②集団がばらばらでそれぞれ孤立している。③ルー
ルを守れない。④友達とうまくつきあえない。⑤怒られることになれていない。⑥自己中心的である。⑦家では良い子が
外でははめをはずす等二重人格化している。⑧自立性が欠如しているため、指示待ち傾向がある。⑨我慢できず、きれや
すい。⑩もまれた経験がない。⑪以前より幼稚化している。等々の傾向が教育関係者から指摘されている（「証言　少子
家族の男の子・女の子…どんな変化が見られるか」『現代教育科学』1996.2，pp.17-40．）。

（13）「幼稚園教育要領」の特に留意する事項として「地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間終了後に
希望する者を対象に行う教育活動については、適切な指導体制を整えるとともに、第1章に示す幼稚園教育の基本及び目
標を踏まえ、また、教育課程に基づく活動との関連、幼児の心身の負担、家庭との緊密な連携などに配慮して実施するこ
と。」と規定している。

（14）文部科学省ホームページ「預かり保育実施状況」平成16年6月1日現在＜ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
youji/gyosei/image/azukari16.pdf＞。

（15）全国保育協議会「保育園」を知ってください＜ http://www.zenhokyo.gr.jp/hoikuen/kiji/ho-1.htm＞。
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3　保育所の変化

　保育所は、少子化が進む中でも働く母親の増

加で入所希望者が増えたが、保育所の絶対数が

不足していた上、児童福祉施設であるため入所

要件が厳しく、また公立中心にサービス内容が

限定されていたため、保護者のニーズにあわず、

入所できない大量の待機児童を生み出す結果と

なっていた。

　こういった事態を打開するため、平成6年12

月の「今後の子育て支援のための施策の基本的

方向について」、いわゆる「エンゼルプラン」（文

部、厚生、労働、建設4大臣合意）以降、待機児童

解消のため、民営化をはじめとする規制緩和に

より保育サービスの多様化と量的拡大が図られ

た。

　平成9年には児童福祉法第24条の改正によっ

て、行政が保育所へ入所を希望する児童の入所

要件を審査し入所を決定する「措置制度」が廃

止された。この結果、法令に規定する「保育に

欠ける」児童の保育所入所要件（16）は残ってい

るが、入所申し込みに関しては、保護者が保育

所に関する情報の提供に基づき保育所を選択し

て申し込む選択利用制度へ移行した。この選択

利用制度の導入により、保護者が希望の保育所

を選べるようになり、入所事務の性格が、「市

町村による措置」から「市町村と保護者の契約」

に変わり、「施設と保護者の直接契約」とする

幼稚園に近づいたといえよう。

　「エンゼルプラン」を具体化するために策定

された「当面の緊急保育対策を推進するための

基本的考え方」いわゆる「緊急保育対策等5カ

年事業」では、保護者の多様な保育ニーズに対

応する特別保育事業として、「低年齢児保育」（17）

や「延長保育」（18）、「一時保育」等が事業化さ

れた。

　「一時保育」は、これまでの「保育に欠ける」

という入所要件を取り払って保育サービスを入

所児童以外に広げるものである。当初は、母親

がパートタイム就労している場合に週3日程度

の保育を行う非定型的保育サービスや保護者の

病気等による緊急・一時的保育が行われていた

が、平成9年度から専業主婦の育児疲れ解消の

ため等の利用も可能となった。「一時保育」は、

平成15年度実績で4,959カ所と目標を上回る保

育所で実施されている（19）。

　保育サービスの拡大とともに、厚生労働省は

待機児童解消策として、認可保育所に関する一

連の規制緩和措置を行い、平成12年には、保育

所の設置主体制限を撤廃（20）し、施設自己所有

規制を見直し（21）、定員要件の緩和（22）を行った。

　「エンゼルプラン」以来、量的拡大は図られ

てきたが、待機児童はいっこうに減らないため、

平成13年には「仕事と子育ての両立支援策の方

針について」が閣議決定され、これに基づき平

成14年から平成16年の3年間で15万人の受け入

れ児童拡大を図る「待機児童ゼロ作戦」が実施

された。この待機児童解消は、①施設の運営は

民間を極力活用し、最小コストでの実現を図る。

②新設保育所については、学校の空き教室等の

既存の公的施設や民間施設を活用して社会福祉

法人、企業、NPO等をはじめ民営で行うこと

を基本とする。③保育所の定員の弾力化や設置

基準の緩和、保育所・保育施設を併設した各種

施設を増やすための支援を行う等の方針の下

に、基本的に民間保育所を増やす方向で実施さ

れた（23）。

　さらに、平成13年、児童福祉法を改正し、「保

（16）児童福祉法施行令第24条で入所要件は、①昼間労働を常態、②妊娠中又は出産直後、③疾病等による身心障害、④同
居親族の常時介護、⑤災害復旧時等と定めている。

（17）平成14年から16年にかけて0歳～2歳児の保育所利用者は私立保育所中心に4万5千人増えた（厚生労働省ホームページ
「「保育所の状況」等について」＜ http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0903-2.html＞）。
（18）平成10年から保育所の通常の開所時間は11時間となったが、11時間を越える延長保育を行っている保育所は、平成11
年の33.5％が平成15年には53.8％（公立34.6％、私立77.0％）に増えた（厚生労働省ホームページ「平成15年社会福祉施設
等調査結果の概要」＜ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/03＞）。

（19）『平成16年版　少子化白書』p.126.
（20）私立保育所に関しては、従来の社会福祉法人以外に一定の条件の下、学校法人、NPO、企業、個人も設置可能となっ
た（「保育所の設置認可等について」2000.3.30児発第295号）。

（21）自己所有が原則である保育所の土地・建物に賃借方式を認めた（「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可につい
て」2003.3.30児発第297号）。

（22）「市町村において待機児の状況がある場合に、当分の間」最低基準を下回らないことを条件に年度当初においては認可
定員の15％、年度途中においては25％まで入所ができるよう入所定員の弾力化を実施（2001.3.にさらに25％枠を撤廃）（「保
育所への入所の円滑化について」2002．2.13児発第73号）。
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育の実施への需要が増大している市町村は、公

有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に

講ずることにより、社会福祉法人その他の多様

な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運

営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的か

つ計画的に増大させるものとする。」（第56条の7）

と公設民営型施設を法定し民間活力による保育

所拡大が図られた（24）。

　国の規制緩和とは別に、待機児童の増加に悩

む地方自治体の中には、独自の取り組みを行う

ところも出てきた。横浜市は、平成9年、市が

独自に定めた基準をクリアした3歳未満児を対

照とする認可外保育施設を「横浜保育室」（25）

として認定し補助する一方、幼稚園の預かり保

育事業を開始した。東京都も平成13年、都が独

自に定めた規準をクリアした保育事業者を「認

証保育所」（26）として認証し、一定の補助を行っ

ている。

4　幼稚園と保育所の費用負担

　幼稚園における園児の「預かり保育」、保育

所における「一時保育」等の導入により、両施

設の機能は接近してきた。しかし、幼稚園は教

育施設、保育所は福祉施設という位置づけによ

り両施設の費用負担の原則とそれに基づく助成

制度（図1）は異なっている。

　幼稚園の運営費は学校教育法（第5条）に基

づき、設置者（公立は市町村、私立は学校法人等）

が負担する。幼稚園は義務教育ではないので、

保育料を徴収し、保育料の額は設置者が決める。

公立幼稚園の保育料は市町村の条例で決め、私

立は幼稚園で決めるが、私立は公立の約3倍と

なっている。

　公立幼稚園の保育料を除く運営費は、地方自

治体の一般財源で負担する。私立幼稚園に対し

ては、経営の健全化と保護者負担の軽減のため、

私立学校振興助成法による私学助成金（幼稚園

分）が都道府県から助成される。それを一部国

（23）平成12年から16年に公立は243減少、私立は515増加（厚生労働省『保育所の状況』）。また、同期間に株式・有限会社（47）、
NPO、学校法人により172施設が設置された（『平成16年版　少子化白書』p.127.）。

（24）平成16年4月現在、469件（同上）
（25）平成16年12月現在 134施設
（26）平成16年12月現在 243施設

図1　幼稚園と保育所に対する助成制度の比較（平成15年度）

（出典）中教審初等中東教育分科会第11回幼児教育部会（平成16年4月16日）配布資料2-2
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が負担し、残りは都道府県の一般財源で負担す

る。公立・私立とも一般財源部分については、

地方交付税が措置されている。

　幼稚園の保育料については、保護者は設置者

が決めた保育料を応益原則で支払うが、一定所

得以下の世帯の保育料を市町村及び府県が減免

補助している（就園奨励金）（27）。この就園奨励

金の3分の1を国が補助（平成15年度予算総額は

180億円）している。

　保育所の運営費は、児童福祉法（第51条の4及

び4の2）に基づき、公立・私立を問わず、市町

村が支弁する。平成15年度まで、公費負担額の

2分の1を国（国庫負担金）、4分の1を都道府県（府

県負担金）、4分の1を市町村が負担していた。

私立保育所に対しては市町村が徴収した保育料

と併せて委託料として支払われる。ただし、保

育士の給与等国基準保育額が実際の経費よりも

低く抑えられているために、市町村は公立保育

所については保育士超過分を負担しなければな

らない（超過負担）。一方、私立保育所に対して

は基準額で委託するために、私立保育所は保育

士コストを抑えるために、賃金の安い若い保育

士を雇う傾向にある（28）。

　保育料は児童の年齢別、保護者の所得段階別

に応能原則で決められており、市町村が徴収する。

　幼稚園と保育所の保護者及び公費負担を比較

すると、実態としては、公立幼稚園の公費負担

が突出し、私立幼稚園と保育所の保護者負担及

び公費負担は近づいている。

5　保育所運営費の一般財源化

　保育所については、児童福祉法に基づき「保

育に欠ける」子どもを市町村は保育所で保育す

る義務がある。これを国が担保するために国庫

補助負担金が市町村に交付されてきたが、政府

の三位一体改革の中で、幼稚園に対する国庫補

助金とともに保育所に対する国庫負担金は廃止

されようとしている。

　平成14年10月の地方分権改革推進会議の最終

報告「事務・事業の在り方に関する意見」で、

保育所運営費・整備費の国庫負担金の一般財源

化が提案された。平成15年6月の「骨太方針

2003」で、「国庫補助負担金等合理化」対象の1

つとして一般財源化の検討が指示された。保育

関係団体はこれに強く反対したが、12月、平成

16年度予算における1兆円の補助金削減方針が

決まり、結局、「民間保育所の運営費は今後も

引き続き国が責任を負う」といういわゆる6者

合意 (29)と引き替えに、公立保育所に対する国

庫負担金1661億円が廃止、一般財源化された。

　この結果、平成16年度から公立保育所の運営

費に対する国及び府県の負担金が廃止され、全

額市町村負担（平成16年度：3,322億円）となった

が、マイナス分は地方交付税及び所得譲与税に

よってほぼ完全にカバーされることになっ

た（30）。にもかかわらず、この一般財源化により、

厚生労働省の調査によると、平成16年度予算で

約4割の市町村が公立保育所の運営費予算を削

表3　費用負担比較（平成15年度）

公立幼稚園 私立幼稚園 保育所 保育所（3歳以上）

児童数 36万1千人 139万3千人 200万人 132万6千人

保護者負担

（1人当たり）
7万5千円 24万2千円 34万2千円 30万4千円

公費負担

（1人当たり）
68万7千円 16万5千円 42万2千円 19万5千円

計 76万2千円 40万7千円 76万4千円 49万9千円

（ 出典）「幼稚園と保育所の費用負担の比較（平成15年度）」中教審初等中等教育分科会幼児教育部会（第

11回2004年2月17日）配付資料2-1．＜ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/

008/04021801/002.pdf＞

（27）年収680万円以下の世帯に対して、私立幼稚園の保育料が第1子56,500円～137,700円、第2子12,4000円～180,000円、第3
子190,000円～222,000円、年収290万円以下の世帯に対して公立幼稚園の保育料が第1子20,000円、第2子37,000円、第3子
53,000円減免補助される（平成15年度）。減免分は地方自治体より委託料に含めて当該私立幼稚園に支払われるので、私
立幼稚園の救済策ともなる。

（28）「保育所の超過負担の問題」中山徹外編著『幼保一元化―現状と課題』自治体研究社，2004，p56．
（29）平成16年12月10日の官房長官・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣・自民・公明政調会長が合意。
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減し、保育料の引き上げ、公立保育所の民営化

が進んでいるという（31）。

　政府は、平成16年の「骨太方針2004」で、平

成17,18年度に3兆円の補助金廃止方針を打ち出

し、地方に補助金廃止の具体案の提示を要請し

た。これに対し、地方6団体は、保育所及び幼

稚園に係る負担金及び補助金全体の廃止、一般

財源化を提案した。地方6団体の提案に対して

は、厚生労働省と保育関係者、文部科学省と幼

稚園関係者から強い反対の声があがり、平成17

年度予算では廃止は見送られた。

　平成16年度以降は、図1の保育所部分が公立

と私立で別となり、私立の運営費の公的負担は

これまでどおり、国2分の1、府県4分の1、市町

村4分の1であるが、公立は全額市町村負担とな

り、公立幼稚園の負担構造と接近してきている。

Ⅲ　新たな子育て支援サービス

1　母親の育児不安と負担感

　「エンゼルプラン」以来、幼稚園・保育所に

在宅の児童も含めた子育て支援が新たな役割と

して求められているが、その背景には母親の育

児不安と負担感がある。

　昭和55年（大阪）と平成15年（兵庫）の2回、

子育て中の母親に対して実施された大規模アン

ケート調査の結果によると、「子育てをたいへ

んと感じる」と答えた母親は60％近く、しかも

1回目より2回目の方が子育て不安を訴える母親

の割合が増えている。この調査を行った原田正

文大阪人間科学大学教授は、その原因を「乳幼

児をまったく知らないまま親になる親たちの増

加」と「進行する子育て家庭の孤立化」と分析

している（32）。前者の背景については、母親自

身が少子化環境で育ち育児経験がほとんど無い

ことが指摘されている（33）。後者については、

少子化のみによってもたらされたものではな

く、次のような要因が複合した結果と考えられ

る。①都市化により地域とのつながりが失われ

近隣の援助が得られない。②少子化で近隣に子

育て家庭が減っている。③核家族化により身近

に相談すべき育児経験者がいない。④家庭内で

は長時間労働や単身赴任によって父親の育児支

援が期待できない。その他、情報化社会で過剰

な育児情報の氾濫も育児不安を煽っているとい

われている。

　もともとわが国では、せめて3歳児までは母

親が育てるべきといういわゆる3歳児神話が母

親の負担となっていたが、女性のライフスタイ

ルの変化で育児以外の多様な価値に気づいた女

性にとって育児の負担感はいっそう強く感じら

れるようになっている（34）。かっては仕事を持っ

ている母親の方が仕事と育児の両立のため負担

感が大きいと考えられていたが、近年の調査等

では、むしろ専業主婦の方が共働きの母親より

負担感が大きい結果となっている（35）。また、

負担感のなかみについても、経済的負担感や身

体的負担感以外に「自分の自由な時間が持てな

い。」という理由が近年増えている（36）。

　母親の不安・負担感は、当然、子どもへの態

度に反映し、負担感を持つ母親と持たない母親

では、必要以上に子どもを怒る、子どもを無視

する時がある、子どもがわずらわしい時がある

等の質問に対し肯定した割合は2倍以上の差が

あった（37）。

　児童虐待が近年増加しているが、その加害者

（30）大沢博「地方交付税篇 平成16年度普通交付税の算定方法の改正について（上）公立保育所運営費負担金の一般財源化
に伴う交付税措置について」『地方財政』513号，2004. 9，p.106.

（31）「約4割の市町村／一般財源化後、公立保育所予算減少」『保育情報』336号，2004. 11，p.19．
（32）大阪府のある市の1980年生まれの子ども約2000人の母親に対して4ヶ月児健診から小学校入学健診にいたるまでの間継
続的に行われたアンケート調査（大阪レポート）及び兵庫県のある市の2003年生まれの子ども約1300人の母親に対して行
われた同様のアンケート調査（兵庫レポート）の結果が、少子化時代の母親の育児不安を実証している（原田正文「いま ,
ほんとうに必要な育児支援とは何か？「大阪レポート」から23年目の調査が描くもの」『保健師ジャーナル』60巻1-6号，
2004，1-6.）。

（33）同調査によると、「自分の子どもが生まれるまでに、小さい子どもにまったく触れたことがない」親が23年の間に39％
から56％に急増（同上。60巻1号、p70）。

（34）柏木恵子『子育て支援を考える』岩波書店，2001，pp．18-21．
（35）近年、母親の多くは一度は社会での就労経験後、結婚、出産しているが、出産でやむを得ず退職した場合、一度経験
した社会生活やキャリアを捨てて育児にうちこまざるをえないため、子育てを義務と感じるためと分析されている（石崎
優子「少子化に伴う諸問題」『保健の科学』46巻1号，2004，p.50．）。

（36）内閣府大臣官房広報室『社会意識に関する世論調査』平成16年1月調査。
（37）熊本県次世代育成ホームページ＜ http://www.pref.kumamoto.jp/child/ikusei/kenkoudoukeikaku/pdf/o_pic.pdf＞
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の大半は母親であり（38）、その原因は育児スト

レスであることが指摘されている（39）。

2　国の子育て支援策

　こういった母親の負担感を除くために、政府

は、「エンゼルプラン」以来、すべての母親に

対する子育て支援サービスの充実を政策課題に

掲げ、幼稚園と保育所に対しても、園児以外の

在宅児やその保護者に対する子育て支援を新た

に課してきた。

　「新エンゼルプラン」では、重点8分野（40）の

中に、「1．保育サービス等子育て支援サービス

の充実」「5．地域で子どもを育てる教育環境の

整備」が取り上げられ、次のような具体的施策

の提案がなされた。①育児相談や育児サークル

支援等を行う地域子育て支援センターの整備②

専業主婦家庭の休養・急病や育児疲れ解消、パー

ト就労等に対応した一時預かり等一時保育の推

進③地域において子育ての相互援助活動を行う

会員制の組織であるファミリー・サポート・セ

ンターの整備④放課後児童クラブの推進⑤子育

てサポーターの配置による地域における子育て

支援ネットワーク構築⑥幼稚園における地域の

幼児教育センターとしての機能等の充実等であ

る。

　さらに、平成14年9月の「少子化対策プラス

ワン」や平成15年3月の「次世代育成支援に関

する当面の取組方針」では、「子育てと仕事の

両立支援」を中心としてきた従来の少子化対策

に加えて、「男性を含めた働き方の見直し」、「地

域における子育て支援」、「社会保障における次

世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促

進」のための取組を推進するとした。

　しかし、各自治体でのこれまでの取組は不十

分であるとして、これらを実効あらしめるため

に、平成15年、政府は「次世代育成支援対策推

進法案」及び地域における子育て支援の取組強

化を図る「児童福祉法の一部を改正する法律案」

を第156回国会に提出し、同年7月16日に交付さ

れた。

　「次世代育成支援対策推進法」（平成15年7月16

日法律第120号）は、「父母その他の保護者が子

育てについての第一義的責任を有するという基

本的認識の下に、家庭その他の場において、子

育てについての理解が深められ、かつ、子育て

に伴う喜びが実感されるように配慮して行わな

ければならない。」という次世代育成支援対策

の基本理念を定め、国・地方公共団体・事業主・

国民の次世代育成支援の責務を規定し、地方公

共団体・事業主に行動計画の策定等を義務づけ

る平成17年度から10年間の時限立法である。

　一方、「児童福祉法の一部を改正する法律」（平

成15年7月16日法律第121号）は、改正の趣旨とし

て、「核家族化、都市化の進行による家族や地

域の子育て力の低下を背景として、子育て家庭

の孤立、負担感が増大しており、共働き家庭の

みならず、すべての子育て家庭における子育て

を支援し、子育てをしやすい環境の整備を図る

ことが急務となっている。…このため、これま

で要保護児童対策、保育に欠ける児童対策を中

心としてきた児童福祉法を見直し、すべての児

童を視野に入れて、①子育て支援事業を法定化

（第21条の26、27）したうえで、市町村における

子育て支援事業の実施を促進するための規定

（第21条の29）（41）を設けるとともに、②一定数以

上の保育所待機児童を有する自治体において保

育計画を作成（第56条の8～10）することとする

など、地域における子育て支援の強化を図る」

としている。

　この法改正により、地域が整備すべき子育て

支援事業として①居宅において児童の養育を支

援する事業、②保育所等の施設において児童の

養育を支援する事業、③保護者からの相談に応

じ、情報の提供及び助言を行う事業の3類型12

事業が法定化された。なお、これらの規定の実

施は一部を除いて平成17年4月からとなってい

る。

（38）児童相談所における虐待相談の処理件数はここ10年ほどで約10倍に増え、平成14年度は、23,738件となっている。そ
のうち身体的虐待が46.1％、保護の怠慢ないし拒否が37.7％で、加害者の63.1％が実母である（厚生労働省大臣官房統計
情報部『平成14年度社会福祉行政業務報告』）。

（39）家族による子どもへの虐待（児童虐待）『平成10年版厚生白書』pp.110-111．
（40）①保育サービス等子育て支援サービスの充実②仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備③働き方についての固定
的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正④母子保健医療体制の整備⑤地域で子どもを育てる教育環境の整備⑥子ど
もたちがのびのび育つ教育環境の実現⑦教育に伴う経済的負担の軽減⑧住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援。

（41）市町村はこれら事業に関する情報を一元的に管理して提供、助言あっせんしなければならない。
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　平成16年7月には総務省が「新エンゼルプラ

ン」の政策評価を行う「少子化対策に関する政

策評価―新エンゼルプランを対象として―」を

発表した。ここでは、「新エンゼルプラン」が

掲げた8つの重点分野について、数値目標値と

しては概ね達成されているが、仕事と子育ての

両立支援に関しては一定の成果が見られたもの

の、相変わらず、子育ての負担感は緩和されて

おらず、出生率の低下（42）もとまっていないと

評価した。特に、子供の将来の教育費の負担感

と専業主婦家庭の負担感がより強いことを重視

し、「関係省において、少子化対策を効果的に

推進していくため、平成16年中に策定すること

が予定されている新新エンゼルプランの策定に

際しては、…、子育てに伴う経済的な負担感の

緩和や、子育て中の専業主婦家庭の負担感の緩

和に資する施策を充実する…ことが、必要であ

る。（43）」という意見を付している。

3　幼稚園における子育て支援

　「エンゼルプラン」には「幼稚園における教

育相談や各種講座の開催など、幼稚園を核とし

た子育て支援事業を推進する」ことが盛り込ま

れた。これを受けて、平成10年の幼稚園教育要

領改訂で、「地域の人々に施設や機能を開放し

て、幼児教育に関する相談に応じるなど、地域

の幼児教育のセンターとしての役割」が幼稚園

の新たな役割として加えられた。さらに文部科

学省は、平成12年に策定した「幼児教育振興プ

ログラム」の柱の1つとして、幼稚園運営を弾

力化し地域の幼児教育のセンターとしての子育

て支援機能を充実することをあげている。

　現在、子育て支援事業を実施している幼稚園

は72.4％（公立77.7％、私立68.9％：平成14年度実

績　文部科学省調べ）（44）で、その内容は、在園

児の保護者による保育参加がもっとも多い。在

園児やその保護者だけでなく在園児以外の幼児

やその保護者も対象とする事業としては、未就

園児の保育「親子登園」、園庭・園舎の開放、

子育て相談、子育て講座、子育て情報の提供、

子育てサークル支援などを実施している。

4　保育所における子育て支援

　幼稚園同様、「エンゼルプラン」には、「保育

所が、地域子育て支援の中心的な役割を果たし、

乳児保育、相談指導、子育てサークル等の多様

なニーズに対応」することが盛り込まれた。こ

れを受けて、平成9年に児童福祉法が改正され、

新たな保育所の機能として地域住民に対する子

育て支援の役割が規定された（第48条の2）（45）。

　保育所における地域の子育て支援が本格化し

たのは、「緊急保育対策等5カ年事業」の特別保

育事業である。そこで導入された「一時保育」

は専業主婦も利用できる地域の重要な子育て支

援策となっている（46）。

　また保育所を「地域子育て支援センター」に

指定して実施する支援事業も行われている。「地

域子育て支援センター」では、①育児不安等に

ついての相談指導、②地域の子育てサークル等

への育成・支援、③乳児保育や特別保育事業の

積極的実施、④ベビーシッターなど地域の保育

資源の情報提供等、⑤家庭的保育を行う者への

支援、の中から地域の実情に応じて2～3事業を

選択して実施する。地域子育て支援センター事

業は、「エンゼルプラン」及び「新エンゼルプ

ラン」で目標値が設定され、平成15年現在、全

国約2500カ所で実施されている。

　保育所のその他の地域に対する子育て支援と

しては、在園児以外の幼児・その保護者に対し

て園庭開放、育児相談を行っている。

　子育て支援は、社会全体で行うという趣旨の

下に、幼稚園や保育所のみでなく、保健所や児

（42）平成11年から15年に、出生数は118万人から112万人に減少し、合計特殊出生率は1.34から1.29に低下した。
（43）総務省「少子化対策に関する政策評価書―新エンゼルプランを対象として―」（要旨）
（44）「幼稚園における子育て支援等の在り方について」中教審初等中等教育分科会幼児教育部会（第15回平成16年6月8日）
配布資料1＜ http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/008/04062801/001.htm＞

（45）「保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその
行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならな
い。」

（46）「専業主婦一息ついて」『日本経済新聞』2004.10.21，夕刊．
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童館、児童相談所における支援、自治体による

「ファミリー・サポート・センター」（47）の活動、

NPO法人等による「つどいの広場」（48）「子育

てサロン」「子育てひろば」等の活動も行われ

ている。

Ⅳ　進む幼保一元化

1　自治体の一元化要求

　幼稚園と保育所は、少子化が進行する中で、

それぞれが社会の多様なニーズに応えた保育

サービスを拡充することで、機能的にも実態的

にもその役割が接近している。こういった中で、

少子化で財政的にも、幼稚園と保育所を別々に

運営することが困難になった地方自治体が、幼

稚園と保育所を一体化した施設をつくりはじめ

た。

　幼児の保育は制度的枠組みを超えて統一的に

行うべきだという教育関係者の主張（49）は古く

からあり、自治体レベルでは1960年代から幼稚

園と保育所の一体的運営の取り組みがはじまっ

ているが（50）、この時期の取り組みには首長や

関係者の「地域の子どもを一元的に保育すべき

であるという」強い希望を反映したものが多い

と言われている（51）。しかし、国レベルでは所

管する文部省と厚生省が両施設の役割が異なる

としてとりあげられず（52）、昭和62年の臨時教

育審議会最終答申でもわずかに弾力的運用が示

唆されただけであった。その後、少子化で地方

では幼稚園・保育所とも園児が減り、都市部で

は働く女性の増加による保育所不足が生じたた

め、1990年代になると、幼稚園と保育所の一体

的運営を試みる自治体が増えた。しかし、制度

的に異なることによる支障が大きい上に、事務

手続き等が煩雑で非効率なため自治体から一元

化する要望が強まった（53）。

2　地方分権推進委員会の連携強化要求

　平成8年12月、地方分権推進委員会は第1次勧

告で「少子化時代の到来の中で、子どもや家庭

の多様なニーズに的確に答えるため、地域の実

情に応じ、幼稚園・保育所の連携強化及びこれ

らに係る施設の総合化を図る方向で、幼稚園・

保育所の施設の共用化等、弾力的な運用を確立

する。」ことを提言した。これに基づき、厚生

省と文部省は平成9年4月に、「幼稚園と保育所

の在り方に関する検討会」を発足させ、平成10

年3月には「幼稚園と保育所の施設の共用化等

に関する指針」が策定された。

　この指針は、施設の一元化を目指すものでは

なく施設・運営の共用にとどまるもので、基準

面積や職員については、それぞれ幼稚園設置基

準、児童福祉施設最低基準により算定、教育・

保育内容に関しては、合同で研修を実施すると

している。

　以後、規制緩和の流れの中で、両施設の連携

を促進するために、設置者の要件の緩和（54）が

図られ、保育内容についても整合性確保（55）が

図られて3～5歳児については共通となり、幼稚

園教諭・保育士資格の併有促進（56）や合同研修

等の措置がとられた。

（47）ファミリー・サポート・センターは、地域において、育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育
児や介護について助け合う会員組織。この事業は、働く人々の仕事と子育ての両立を支援する目的から、労働省（当時）
が構想、設立が始まったが、現在では、サポートの対象は子を持つすべての家庭に広がっている。ファミリー・サポート・
センターの設立運営は市区町村が行い、女性労働協会が厚生労働省の委託により、運営支援事業を行っている。

（48）「つどいの広場」の概要については、財団法人子ども未来財団・i-kosodate.netに詳しい。
（49）日本教育会「幼児教育刷新方策」昭和21年
（50）1967年開園の神戸市立「多聞台保育所・幼稚園」、1969年開園の神戸市須磨区「北須磨保育センター」、1972年開園の
大阪府交野市「あまだのみや幼児園」、1974年開園の香川県直島町「直島幼児学園」等。

（51）吉田正幸『保育所と幼稚園～統合の試みを探る』株式会社フレーベル館，2002， pp.131-136.
（52）文部省初等中等教育局長と厚生省児童局長の共同通知「幼稚園と保育所との関係について」（昭和38年10月）など。
（53）全国市長会は平成8年6月の全国市長会議で幼保一元化を求める要望を決定し、以後一貫して、制度の抜本的・具体的
な見直しを図るよう国に対して要請している（全国市長会社会文教部「幼保一元化を見越した先進事例」『市政』2004.7, 
p40.）。

（54）私立保育所に関しては、注20参照。私立幼稚園に関しては、社会福祉法人による設置も可能となった外、構造改革特
区では一定条件下で NPO、企業による設置も可能となった。

（55） 平成11年「保育所保育指針」を「幼稚園教育要領」にあわせて改訂。
（56）幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得する場合に一定の科目について試験を免除することとし、保育士資格所有

者が幼稚園教諭免許を取得する方策としては、幼稚園教員資格認定試験を平成17年度より実施。
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3　総合規制改革会議の一元化要求

　平成14年10月には、地方分権改革推進会議が

最終報告「事務・事業の在り方に関する意見」で、

「地域によっては幼稚園と保育所はほとんど均

質化しており」「それぞれの地域の判断で一元

化できるような方向で見直していくべきであ

る」と提言した。また、「保育所の運営への国

の関与が強すぎるが故に、地方の要望にもかか

わらず一元化できないのであれば、児童福祉法

等まで踏み込んで見直すべきである。そして、

保育所の設置、運営について地方の判断に委ね

るべきとの合意が形成されるのであれば、国の

補助負担金の一般財源化等も考慮すべきであ

る」とした。

　さらに、平成15年2月、総合規制改革会議は、

経済財政諮問会議に「規制改革アクションプラ

ン」を提出した。この中で、規制改革の12の重

点分野の1つとして「幼保一元化」をとりあげ、

両施設の併設・連携にとどまらず、「幼児教育・

保育サービスを総合的に提供する機関」として、

同一の設置主体・施設・職員による運営が可能

な「幼保一元化」を実現するため、次の「制度

統一」を実施するとした。①保育所調理室の設

置義務の撤廃等施設整備基準の統一、②幼稚園

教諭と保育士の資格・配置基準の統一、③保育

に欠ける子どもだけでなく誰でも入所できるよ

う入所要件緩和。

　これに対しては、厚生労働省、文部科学省は、

「両施設にはそれぞれ異なる機能・役割がある

ため一元化は困難、運用の改善により、両者の

連携強化を推進することで、一体的な運営が可

能」と反対し、保育関係団体もこれに強く反対

した。

　国の幼保一元化が容易に進まない中で、地方

自治体の幼保一元化要求は強く（57）、構造改革

特区制度の枠内でも幼保一元化関連で多数の申

請が出された。これまで5回（平成15年4月21日

～平成16年6月21日）の特区認定申請中、46件が

認定されている。その内容は「三歳未満児（58）

の幼稚園入園の容認」認定が23件、「幼稚園に

おける幼稚園児と保育所児の合同活動」が23件、

「保育所における保育所児と幼稚園児の合同活

動」が22件、「保育事務の教育委員会への委任」

が11件、「公立保育所の給食の外部搬入事業」

が9件、「幼稚園と保育所の保育室の共用化」が

5件であった。

4　幼保一体化施設の現状と問題

　共用化指針が出されて以来、幼保の共用化施

設は各地で増えた。特にここ1年で2倍近く増え、

平成16年5月現在の施設数は、合計で304施設（公

立172、私立132）、そのうち同一建物内で廊下、

便所など共用部分がある合築施設が117（公立

80、私立37）、同一建物であるが入口が別で共用

部分がない併設施設が48（公立29、私立19）、同

一敷地で建物が別の同一敷地内施設が139（公

立63、私立76）となっている（59）。

　地方では少子化により、公立の幼稚園、保育

所とも経営が難かしくなり、再編統合するケー

スが多い。都市部では少子化の一方で、待機児

童解消の問題もあり、公立の幼稚園と保育所を

一体化、幼稚園の空き保育室に保育所を設置す

るケースが増えている。また、保育所の設置規

制が緩和されたため、幼稚園を経営していた学

校法人や宗教法人が保育所を設置し、実質的に

一元化するケースも見られる。また、東京都の

認証保育所や横浜市の横浜保育室は、ともに幼

稚園による設置を認めている。さらに、今回提

案の「総合施設」を先取りするような試みを実

施している地方自治体もある（60）。幼保の一体

化は、それぞれの地域の事情により、様々であ

るが、類型的に見ると、①年齢区分型と②合同

活動型に分けられる。①は0～2歳児は保育所、

3～5歳児は幼稚園＋預かり保育で、保育料は、

所得と保育時間（短時間または長時間が選択可

能）に応じて設定（東京都千代田区「いずみこ

ども園」など）、②は保育所児が、隣接する幼

稚園の園児とともに、幼稚園の教育課程時間に

（57）平成14年7月に地方6団体が実施した調査では、回答のあった都道府県の95.2％（42団体中40）、市の85.7％（119団体中
102）、町村の93.9％（33団体中31）が幼保一元化に賛成もしくは原則賛成と回答しているという（地方分権改革推進会議
資料＜ http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyukai/saisyuhokoku/4.pdf＞）。

（58）通常の満3歳からでなく満3歳に達する年度の当初から入園を認めるとした。
（59）「幼稚園と保育所の共用化施設数」『平成16年度版　幼稚園教育年鑑』2004，p.92．
（60）福井県松岡町等。
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同じ教育を受ける（東京都台東区「石浜幼稚園・

橋場保育所」など）である（61）。

　以上のように、地方自治体レベルでは幼保一

体化が進んでいるが、国の制度は二元化のまま

であるため、①許認可を2つとらなければなら

ない、②現行制度では、保育園の設置は自由だ

が、幼稚園は企業や NPO法人の設置は認めら

れていない、③保護者が支払う利用料も幼稚園

と保育所で異なるため、入園形態や保育要件の

変化により保護者負担が変わってくる、④補助

の申請も2本立てである、等々の問題があり、

一体化による運営の効率化がはかれないでいる（62）。

Ⅴ　総合施設

1　総合施設の提案

　地方分権改革推進会議や総合規制改革会議の

幼保一元化要求は、保育所補助金の一般財源化

や施設規準の撤廃等を伴うものであったため、

特に保育所関係者の反対は強く、文部科学省と

厚生労働省も、これを拒否し、あくまで幼稚園

と保育所という枠組みは保ちつつ可能な範囲で

共用を容認するという姿勢であった。一方で、

少子化で幼稚園と保育所を財政的に維持するこ

とが困難となった地方自治体による幼稚園と保

育所の一体的運営の取り組みが先行する中で、

政府は、平成15年6月の「骨太方針2003」で、「総

合施設」構想を提案した。

　「総合施設」は、「近年の社会構造・就業構造

の著しい変化等を踏まえ、地域において児童を

総合的に育み、児童の視点に立って新しい児童

育成のための体制を整備する観点」から「地域

のニーズに応じ、就学前の教育・保育を一体と

して捉えた一貫した施設」と説明され、この施

設の検討は平成18年度までに行うとされた。こ

れは、幼稚園と保育所を一元化するのではなく、

新たに「総合施設」を設けるいわば三元化する

構想である。

　その後、総合規制改革会議は「規制改革に関

する第3次答申」（平成15年12月22日）で、「総合

施設については、全国においてできる限り多く

のモデル事業を行うとともに、その施設設備、

職員資格、職員配置、幼児受入などに関する規

制の水準を、それぞれ現行の幼稚園と保育所に

関する規制のどちらか緩い方の水準以下とすべ

きである」と「骨太方針2003」でも示唆（63）さ

れていた規制緩和の方向性を明示した。その上

で、平成16年度中に基本的な考えをとりまとめ

た上で、平成17年度に試行事業を先行実施する

など、必要な法整備を行うことも含め様々な準

備を行い、平成18年度から本格実施すると1年

前倒しする提案を行った。

　これを受けて、厚生労働省は社会保障審議会

児童部会（以後「児童部会」という）で平成16年

1月から、また文部科学省は中央教育審議会幼

児教育部会（以後「幼児教育部会」という）で2

月からそれぞれ総合施設の検討を開始し、5月

から6回の両省合同会議を開き、8月には「中間

まとめ」を出した。この間、7月には、文部科

学省と厚生労働省で幼児教育課長と保育課長の

初の交流人事も行われた（64）。12月末までには

最終まとめを出す予定（65）とされ、平成17年度

には、30カ所（公私立各15）のモデル事業を立

ち上げる予算要求も行われている（66）。

　合同会議において出された両部会の意見の多

くは、関係団体の意見も反映して、これまでの

文部科学省、厚生労働省の主張の延長線上にあ

るものが多く見られた（67）。合同会議では、双

方の保育観、教育観のちがいが「率直に」語ら

れ、結局一致点が見出せないままになっている

論点が少なくないという評もある（68）。

（61）「幼稚園と保育所の連携の取組」中教審幼児教育部会（第7回2004年2月2日）資料1-2＜ http://www.mext.go.jp/
b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/008/04020401/003.htm＞

（62）（「幼保一体　制度の壁厚く」『日本経済新聞』2004.12.6.
（63）提案自体が構造改革の具体的取組と位置づけられている。
（64）「幼・保一元化：「総合施設」導入へ　来月に検討会決定」『毎日新聞』2004.10.7.
（65）12月5日には基本構想案が紙上で紹介された（「幼保一体施設　パート勤務に柔軟対応」『朝日新聞』2004.12.5）。
（66）実施主体としては、市町村、学校法人、社会福祉法人等とされ、17年度予算としては7.9億円が計上されている（「総
合施設モデル事業について」総合施設に関する第4回合同検討会議（平成16年10月25日）参考資料4＜ http://
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/018/04110201/003.htm＞）。

（67）「議論の整理」総合施設に関する第3回合同検討会議（平成16年7月23日）配付資料1. ＜ http://www.mext.go.jp/
b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/018/04092801/001.htm＞

（68）大宮勇雄「今こそ、豊かな保育理念の想像を」『保育情報』336号，2004.11, p.4.
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2　中間まとめのポイント

　「中間まとめ」では、総合施設の基本的枠組

みだけが提示されており、財政措置や教育・保

育の内容、職員配置・施設設備、職員資格・研

修等は引き続き検討事項とされ詳細は不明であ

る。以下にポイントを紹介する。

　「就学前の教育・保育をめぐる現状と課題」

では、現在のわが国の子どもと子育ての問題が

次ぎのように、指摘されている。

① 子どもを取り巻く環境の変化により基本的な

生活習慣や態度、他者との関わり、自制心や

規範意識が十分育ってない子どもが増えてい

る。

② 少子化の進行で乳幼児の発達にとって大切な

集団活動や異年齢交流の機会が不足してい

る。

③ 保護者の就業形態の多様化により保育ニーズ

が多様化している。

④ 核家族化や地域関係の希薄化により家庭や地

域の子育て力が低下し、子育てが孤立化、子

育てに不安や負担を感じる親が増えている。

⑤ 増える共働き世帯の仕事と子育ての両立支援

が必要である。

⑥ 地域の課題や親の幼児教育・保育のニーズが

多様化する中で既存の制度の枠組みによる連

携には限界がある。

　「総合施設の意義・理念」については、総合

施設を、「生涯学習の始まりとして人間形成の

基礎を培う幼児教育の観点、」から考える幼児

教育部会と「社会全体で次代を担う子どもの育

ちを支える次世代育成支援の観点」から考える

児童部会の主張が両論併記されている。ここで

は、総合施設を「規制改革や地方分権等の流れ

も踏まえ、地域が自主性を持って地域の実情や

親の幼児教育・保育ニーズに適切かつ柔軟に対

応できるようにするための新たなサービス提供

の枠組み」と位置づけると同時に、「既存施設

からの転換や既存施設の機能の連携を含め、可

能な限り柔軟な制度とする方向で検討すべき

で、積極的に施設の新設を意図するものではな

い」としている。従って、まず、モデル事業の

対象となる総合施設は、少子化により財政的に

も維持が困難となった地方の公立幼稚園と公立

保育所の統合によるものと予想される。

　「対象者と利用形態」については、「0歳から

就学前の子どもとその保護者を基本とする」と

書かれているが、具体的サービス内容はまだ不

明である。合同会議の場では「3～5歳児を主た

る対象とした幼児教育を基本とし、地域の実情

に応じて低年齢児保育や預かり保育を行い、「保

育に欠ける子」の保育は引き続き保育所で担う

べし」という幼児教育部会と「0歳からのすべ

ての子どもの保育を保障すべき」と主張する児

童部会の間で意見の食い違いが見られたようで

ある。

　また、子育て支援に関しては、「親の育児の

肩代わりではない、親の育児力向上のための子

育て支援をすべきである」という幼児教育部会

に対して、児童部会は「地域の子育て家庭の多

様なニーズに応えるべきである」と主張してい

る。利用形態については、かねてから保育関係

者から反対が強かった「利用者と施設が向き合

う直接契約が望ましい」としている（69）。

　「教育・保育内容」、「職員配置・施設設備」、「職

員資格」については引き続き検討とされている。

特に「職員配置・施設設備」については、総合

規制改革会議から出されている「現行の幼稚園

と保育所に関する規制のどちらか緩い方の水準

以下とすべきである」という要請に対して、「経

営の効率性のみを重視するのではなく、子ども

の健やかな育ちを中心においた上で、地域の実

情に応じた柔軟な対応が必要」としている。「施

設設備」については、今回も児童部会から調理

室の必要性が主張された。

　「設置主体・管理運営」については、「安定性・

継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能

な限り弾力的なもの」とされている。現在、幼

稚園については特区でのみ設置主体に企業を認

め、運営委託は不可としているが、保育所につ

いては設置主体の制限はなく、運営委託も可能

とされているので、総合施設は保育所基準によ

ると思われる（70）。

　「利用料・保育料」については、「幼稚園及び

（69）児童福祉法第24条に基づき、市町村は、保護者から申し込みがあった場合は、「保育に欠ける子ども」を保育所で保育
する義務がある。従って、直接契約というのは、「保育に欠ける子ども」に対する保育義務を市町村が放棄したことにな
ると、保育所関係者からは批判されている。なお、幼稚園は直接契約である。

（70）「総合施設のイメージ」中山徹外編著『幼保一元化―現状と課題―』自治体研究社，2004，pp.82-83.
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保育所の利用者負担のあり方の相違を踏まえつ

つ、施設サービスを利用している家庭と利用し

ていない家庭との負担の公平、利用したサービ

スに応じた負担、子育て家庭の負担能力に応じ

た負担、地域における類似施設との負担の均衡

等に配慮したものとする。」としており、応益

負担に応能負担を加味するような内容で詳細は

不明である。現在、利用料の決定は幼稚園は設

置者、保育所は市町村、利用者負担については、

幼稚園は応益、保育所は応能を原則とし、幼稚

園については保護者の所得水準により就園奨励

金による減免が行われているので、類似の仕組

みが考慮されると思われる（71）。

　「財政措置」については、「利用者の利用料だ

けでなく、次世代育成支援の理念に基づいた社

会負担の仕組みが必要」としている。現在、幼

稚園と保育園の運営費については、公立施設に

ついては両施設とも地方自治体の一般財源で賄

い、私立施設について両施設とも一部国の補助

を受けている。「総合施設」については、提案

当初から一般財源化の方向性が示されている。

3　総合施設構想の評価

　総合施設の位置づけについては、今回の検討

会議でも三元化を前提とするのか、一元化のた

めの施設なのか混乱がみられたようである（72）。

合同検討会議の委員でもある岩男寿美子社会保

障審議会児童部会長は、「総合施設」は既存の

保育所・幼稚園とは別の、まったく新しい事業

で、当面は3つの施設が並立すると語ってい

る（73）。しかし、総合施設の多くは、幼稚園と

保育所を転用する施設となると見られており、

いったん、幼稚園・保育所・総合施設が併存す

る三元化が進んだ上で、適切なインセンティブ

が与えられれば、最終的に総合施設へ一元化＝

「幼保一元化」すると見られている（74）。合同検

討会議の吉田正幸委員も「総合施設は、両省の

権限が絡む一元化はのめなくても幼保を兼ねた

施設なら OKという知恵の産物。ただ、自治体

では窓口が一本化されるなど進んでおり、総合

施設でこの流れが加速すれば、事実上の一元化

といえる」と発言している（75）。

　最終報告が出ない段階ではあるが、現在、出

されている意見をいくつか紹介する。

・子育て拠点として評価

　就学前の子どもを対象とする施策に関する今

日的課題として①保育所待機児童解消②地域に

おける子育て支援③幼稚園と保育所の関係の整

理④市町村行動計画の策定をあげ、総合施設を

これらの課題を克服する1つの方法となりうる

と評価する立場から、総合施設の中心的機能は

子育て支援を第一義とすべきではないかという

意見がある（76）。

　これに対し、総合施設は地域の子育て拠点と

期待できるが、従来の幼稚園、保育所制度に手

をつけず、第三の制度として設けられる点でそ

の役割は限定的と見る意見もある（77）。

・自治体における先行現場の課題の検討が先

　中間まとめは、幼稚園と保育所、両方の立場

を折衷したものとの印象が強い。全国では既に

幼保一体施設が数多く造られ、その中での課題

も明らかになってきている。したがって、本来

なら、それを踏まえた教育・保育の内容を先に

検討し、内容に沿って制度を整えるべきで、検

討の順序が逆ではないかという意見もある（78）。

　同様に、幼保一元化は国の議論より自治体の

現場が先行している。総合施設は、規制緩和に

よる財政運営効率化を目指したもので、制度自

体の一本化を考えていないため、自治体や保護

者のニーズにどこまで応えられるか不透明であ

る。現場から出る問題点や課題を踏まえ、資格

や入所要件など制度自体を一本化すべきである

という声もある（79）。

（71）同上。
（72）例えば、児童部会では委員から論議の幅を問われ三元化論であるという厚生労働省側の発言があったという（「幼・保
「総合施設」の論議本格化」『保育情報』329号，2004.4,p.7.）。
（73）「インタビュー　これからの就学前保育・教育を「総合施設のありかた」中間まとめからさぐるー岩男寿美子社会保障
審議会児童部会長に聞く『保育の友』52巻13号，2004.11,p13.

（74）全国市長会社会文教部　注53，p.50；中山徹　注70，p.85.
（75）注64
（76）山縣文治大阪市立大学教授（「総合施設への展望―幼保一元化施設か新規施設かー」『市政』2004.7）
（77）山岡由加子みずほ情報総研研究員（注64）
（78）森上史朗・子どもと保育総合研究所長「教育保育　内容の検討を先に」『日本教育新聞』2004.9.3．
（79）森田明美・東洋大学教授（注62）
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・一般財源化及び基準緩和への懸念

　保育関係団体からは、総合施設は保育所運営

費の一般財源化及び基準緩和とともに、公的保

育制度解体をもくろむ「新たな枠組み」といっ

た批判が強い（80）。

　また、幼稚園や保育所には、運営基準や施設

面での要件があるが、総合施設には最低基準も

保障されておらず、役所の責任も明記されてな

いままでは、質の低下が心配であるとする声も

ある（81）。

４　審議のまとめ

　平成16年末に合同検討会議の最終報告「就学

前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総

合施設について（審議のまとめ）」（平成16年12月

24日）が公表されたが、概ね「中間まとめ」に

沿ったものである。

　「審議のまとめ」によると、サービスの対象

は親の就労に関係なくすべての0歳から就学前

の児童及びその保護者とし、3～5歳児について

は4時間か8時間を選択できるようにし、どちら

も4時間は幼稚園に準じた幼児教育を行う。0～

2歳児は8時間利用に加え短時間利用、パート勤

務者のための「幼稚園的利用」「保育所的利用」

の組み合わせも可能とする。利用形態について

は利用者と施設の直接契約が望ましいとする

が、保育を必要とする家庭へ配慮する仕組みも

必要としている。職員資格については、4時間

の幼児教育を担当する職員には幼稚園教諭免

許、0～2歳児担当職員には保育士資格が原則必

要としている。保育料についてはサービスに応

じた負担を原則としつつ負担能力に配慮した料

金設定を各総合施設が行うとしている。設置等

の認可・監督部署や幼稚園・保育所との関係に

ついては地域の実状に応じて判断すべきとして

いる。

　総合施設は機能的には実態として存在する地

方自治体の一体化施設を追認する形となってい

るように思えるが、地方自治体が1番関心を持

つに違いない所管・職員配置・料金設定・補助

の詳細等はまだ明らかになっていない。

おわりに

　「総合施設」は、政府部内では膠着状態にあっ

た幼保一元化のいわば妥協案として提案され

た。検討の過程では、むしろ幼稚園関係者と保

育所関係者の主張の違いが浮き彫りにされてき

た面もあるし、幼保一元化問題を先送りしてし

まった面もある。しかし、地域によっては、公

立の幼稚園と保育所の並立が現実に難かしく

なっており、幼稚園を廃止し、代わって幼保一

体化施設の設立方針を打ち出す自治体も増えて

いる（82）。その際、自治体からは、地域によっ

て条件もニーズもまちまちであり、既存の一体

化施設をはじめ既存の施設が移行しやすい緩や

かなシステムが望まれている（83）。

　今回の「総合施設」の最終報告に対しては、

次のような意見も出されている。少子化が進行

する一方で、保育所が不足している現在、就学

前保育に求められているのは、「３番目の選択

肢ではなく、教育と保育の理念を統合し、幼稚

園教諭と保育士の資格を統一し、国や自治体の

担当部署を一本化し、財政支援を見直し、一本

化への道筋を示すこと」である（84）。

 （たかぎ　ひろこ　総合調査室）

（80）注68
（81）二宮厚美・神戸大学教授（注64）
（82）1993年から2003年の10年間で東京都では282あった公立幼稚園が228、神奈川県では80から59、埼玉県では83から59、
千葉県では176から171に減少、さらに大田区、三鷹市、多摩市は公立幼稚園の全廃方針を出している（「岐路に立つ公立
幼稚園の運営」『毎日新聞』2004.9.30；「公立幼稚園続々廃止へ」『朝日新聞』2004.11.6）。また、近年、民営化する公立保
育所も増え、平成16年度は129、17年度は145保育所が民営化予定である（「約4割の市町村／一般財源化後、公立保育所予
算減少」『保育情報』336号 , 2004.11, p.19.）。

（83）総合施設の基準については、地域のニーズに応じた弾力的な対応が可能となるよう、現行の幼稚園と保育所にかかる
基準よりも緩い基準を設けるなど、地域住民にとって使い勝手が良く、地方自治体にとって自由度が高まる施策を目指す
ことが重要である（全国市長会社会文教部　注53, P.50.）。

（84）「社説　保育と教育　一本化への道筋を示せ」『朝日新聞』2005.1.15


